
2023年5月 23日
厚生労働大臣

殿
」•国町『紐1巴慌門学院良‘.

機関名

所属研究機開長 職

氏

名

名

愛知医科大学

学長

祖父江 元

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

3. 研究者名

循環器疾患．糖尿病等生活翌慎病対策総合研究事業

糖尿病神経障害・糖尿病足病変の診断ガイドラインならびに管理法の確立

医学部・教授
、
,
｀

（所属部署・職名）

（氏名・フリガ:tl ュ ー謳・ナカムラ ジロウ

4. 倫理審査の状況
／ 

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 蒋査済み 審壼した機関 未審釜(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． □ ． 愛知医科大学

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ ． 口 口
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

コ ． 仁l □ 等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

、
,
｀

(※l)当該研究者が当該研究を実施祠—るに当たり遵守すべき倫理指針に開する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に開する倫理指針」、「ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針J、 「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
i研究倫理教育の受講状況 l受講 ■

6. 利益相反の管理

末受講口

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由． ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 



2023年5月23日
厚生労働大臣

言芦品飼講淫罪苧湛と殿
碑潤限媒利学I唸ピ

機関名 愛知医科大学

所屈研究機関長 識 名 学長

氏 名 祖父江 元

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

3. 研究者名

循環器疾患．糠尿病等生活習慣病対策総合研究事業

糖尿病神延障害・糠尿病足病変の診断ガイドラインならびに管理法の確立

（所属部署・職名） 医学部・教授

（
 

（氏名・フリガナ9

4. 倫理審査の状況

神谷 英紀・カミヤ ヒデキ

ー

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口 ． 愛知医科大学

指針(※3)

迪伝子治療等臨床研究に関する指念t 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 ロ
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
コ ． □ 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に閑する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「末審査」にチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に閾する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 |夏霞■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における co] の管理に閾する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機開． ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由， ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容· ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機閑の長も作成すること。



2023年5月23日

厚生労働大臣
憎一医薬品食品衛生研究所I！ 殿
仔百立保•他距僚科学院1土｀

機閑名 愛知医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 祖父江 元

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

捌閑描疾患·！贈尿病等生活習旧病対策総合研究事�

糠尿病神、一宕・雛尿病足病変の僻断ガイドラインならびに翌理法の確立

3.研究者名 （所属部署・職名） 医学部 ・ 講師

、｀ （氏名・フリガナ）

4.倫理審査の状況

座野 應仁ニヒーしノ タツヒ1·
｝， 

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審歪(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
口 ． 愛知医科大学

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 仁］ ■ ロ ロ

厚生労働省の所管する実施機閑における動物実験 D ． D 口
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
D ． 口 口

�． 

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に隙する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「末審査」にチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未杏査に楊合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
I研究倫理教育の受講状況 1 受講 ■ 末受猜口

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に閑する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由・ ） 

当研究機関におけるCOI委員会設樅の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関． ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理庄 ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



2023年5月23日
厚生労働大臣

L国立1豆薬品食品衛生研究所幻 殿
四立保他匠沢利—労院長―I

機関名 愛知医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 祖父江元

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

糖尿病神忌障害・糖尿病足病変の診断ガイドラインならびに管理法の確立

、｀

3. 研究者名 （所属部署・職名）

（氏名・フリガナ）

4. 倫理審査の状況

医学部・助教

万田＿博美・シモダ l:::ロミ ー ‘

該当性の有無 左記で該当がある楊合のみ記入(※I)

有 餌ヽヽヽ 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． □ ． 愛知医科大学

指針(※3)

達伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
ロ ■ ロ ロ

等の実施に閑する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遼守すべき倫理指針に開する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、f審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 ［未審査」にチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に閾する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 末受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関における co] の管理に関する規定の策定 1有 ■ 無□（無の場合はその理由． ） 

当研究機関におけるCOI委員会設図の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） 囀該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機開の長も作成すること。



2023年5月23日
厚生労働大臣

詞立！＂髯琴絆早鱈所即殿
-（国辛刷麟凜、翌謡�-

機閑名 愛知医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 祖父江 元

次の職員の令和4年度厚生労イ動科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

糖尿病神経障害・糖尿病足碩変�の診哨ガイドラインならびに笠理怯の前立

医学部・教授
、
,
｀

3. 研究者名 （所属部署・職名）

（氏名・フリガナ）

4. 倫理審査の状況

叫扁， 宏之・イシバシ ヒロユキ ，9 

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． □ ． 愛知医科大学

指針(※3)

迪伝子治療等臨床研究に関する指針 ゜ ． □ 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 仁l 口等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「末審査Jにチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載するごと。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に開する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I玩如倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由. ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由． ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容． ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機醐の長も作成すること。



2023年5月23日
厚生労働大臣

儒！立医望品食品涵竿洪頃退ヒ殿
（円立倣鈍阿療科学院長）―

機関名 愛知医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 祖父江元

次の職員の令和4年度厚生労慟科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

3. 研究者名

ヽ＼

循環器疾患．糠尿病等生活習慣病対策総合研究事業

糖尿病神：丑章牢．紳 「足「亦の診断ガイドラインならびに 土守いか立

（所属部署・職名）

（氏名・フリガナ）

4. 倫理審査の状況

医学部・准教授

折本 有昌・オリモト ユウキ

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 餌ヽヽヽ 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に牒する倫理
． 仁］ ． 愛知医科大学

指針(※3)

連伝子治療等臨床研究に関する指針 D ． 口 こl
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． D コ
等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に問する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針J、「l::トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に閑する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
l研究倫理教育の受講状況 ［受講■ 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由， ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の湯合はその理由・ ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容・ ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



2023年 5 月 23
厚生労働大臣

究所長） 殿
昆

機関名 獨協医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 吉田 謙一郎

次の職員の（令和） 4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、 倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

3. 研究者名

循環器疾患・期尿病等生活習沿病対策総合研究亜菜

糖尿病神経障省・拙尿術足1恋の診断ガJ'ドラインならびに笹理法のh町立

（疇畔・認1 獨協医科大学内科学（内分泌代謝・麟）
、
,
｀ （氏名・フリガナ） 麻生好正（アソウヨシマサ9

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口 ． 

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 ロ ． D 仁］

犀生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 D 

等の実施に関する基本指針

その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
D ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に楼する倫理委貝会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査Jにチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)末審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針J、 「臨床研究に関する倫理指針J、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対

象とする医学系研究に閑する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

円砂虞数育の受講状況 l受講● 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設箇の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 1有• 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指適・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

•分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



2023年5月23日
厚生労働大臣

｛国立［元繋品食品衛生研究所：切 殿
＇曰立伽1辿1豆態科学浣具L

機関名 獨協医科大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 吉田謙一郎

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい
ては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

糖尿病神社障害＿．糖尿病足病変の診断ガイドラインならびに管理法の�立

医学部 ・ 助教

ヽ｀｀

3.研究者名 （所属部署・職名）

（氏名・フリガナ）

4. 倫理審査の状況

加瀬正人・カセ マサト
／ 

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に閑する倫理
． D ． 愛知医科大学

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
ロ ． 口 ロ

等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ）
口 ． 口 口

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「 未審査」にチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未審査に楊合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に隅する倫理指針」、「臨床研究に関する（倫理指針」、「l::トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に閑する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について
I研究倫理教育の受講状況 1受講■ 未受講口

6. 利益相反の管理

I当研究機閑におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機閉： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



令和5年3月24日

厚生労働大臣 殿

、
,`

機関名 国立大学法人 弘前大学

所属研究機関長 職 名 学 長

氏 名 福田僕作

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1， 研究事業名 栢牒禅桝恩・ 9 1罪尿納幹生活習ifl病対策総合研究事業

2. 研究課陛名 柑［尿病神経眸寄，．筒限桐；が可要の診断ガイドラインならびに仔逍法の佃立

3, 研究者名 （所狐部晋・馳名＼ 阪学部附屈病院 ・ 淮教怯

ほ必'.フリガナ） 村上 千恵子 ・ ムラカミ チェコ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口 ． 弘前大学医学部倫理委員会

指針(※3)

迫伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施激関における動物実験
ロ ． 口 □ 

等の実施に開する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入するごと

（指針の名称； ） 
□ ． 口 D 

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委貝会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし 一部若しくは全部(/)等査が完了していない楊合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

ヽ＼ (※2)末審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、r臨床研究に関する（倫理指針」、「ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に関する（倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること c

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

i研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 末受講D

6. 利益相反の管理

当研究機閑におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由． ） | 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関 ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCO Iについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



2023年 5月 22日
厚生労働大臣

長）殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学法人鹿児島大学

学長

佐野 輝

次の職員の（令和） 4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に
ついては以下のとおりです。

1． 研究事業名

2研究課題名

循環器疾患・勘尿病等生活性叫病対策総合研究車英

糖尿病神経障者・粕尿病足柄変の怜斯ガイドラインならびに管理法の確立

、,`
3. 研究者名 （所楓郎器・扉名） 鹿児島大学病院総合臨床研修センタ ー 特例准柩逗

（氏名・フリガナ｝ 出口 鹿寿 ・ デグチ タカヒサ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※ I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口

指針(※3)

造伝子治療等臨床研究に関する指針 仁］ ． 口 D 
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

仁］ ． 口 口等の実施に関する基本指針
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
□ ． 口 口

(※I)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する（倫理委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

（ その他（特記事項）

(※2)未審査に楊合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に開する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に閑する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

□倫理教育の受講状況 l受講■ 未受講□

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOiの管理に関する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機関： ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。



2023年 5月 22日
厚生労働大臣

殿

機関名

所属研究機関長 職

氏

名

名

国立大学法人鹿児島大学

学長

疇 輝一

次の職員の（令和） 4年度厚生労慟科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に

ついては以下のとおりです。

1. 研究事業名

2. 研究課題名

3. 研究者名

循環器疾患．糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業

糠尿病神社障害・糖尿病足病変の診断ガイドラインならびに管理法の確立

（所属部署・職名） 鹿児島大学大学院医紺学総合研究科糠尿病・内分泌内科学 助
、
,
｀ 逗条噌フリガナ）一 有村翌子 アリムラ ア1:::z ＾

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 鉦9ヽヽ 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
． 口

指針(※3)

速伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 □ 

厚生労鋤省の所管する実施機関における勅物実験 口 ． 口 口
等の実施に関する基本指釦
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
D ■ ロ ロ

ヽ

�

(※l)当該研究者が当該研究を実施するに当たり蒋守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム ・ 遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「 人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I研究倫理教育の受講状況 1受講 ■ 未受講D

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に闊する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設臨の有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機開・ ） 

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究に係るCOIについての指導・管理の有無 有□ 無 ■ （有の場合はその内容： ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
•分担研究者の所屈する機関の長も作成すること。



令和5年3月24日

厚生労働大臣 殿

機関名 国立大学法人 弘前大学

所属研究機関長 職 名 学 長

氏 名 福田 牒作

、｀

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1. 研究事業名 節環否疾掛．」屈哀病惰生活習tlり病対領袷合研究弔器

2. 研究課題名 植尿病神紙眸害 •1肛尿病吊卯坐の診断ガイドラインなl五びに筈理法の碓立

3. 研究者名 i所屈部署．J［贔名＼ 大学院l后学研究料・教授

（氏名・フリガナl 水上 滑哉・ミズカミ ヒロキ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※I)

有 無 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
弘前大学医学部倫理委員会． 仁］ ．

指針(※3)

造伝子治療等臨床研究に閑する指釦 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験 口 ． 口 D 
等の実施に関する基本指釦
その他、該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称． ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の雨；査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない楊合は、「未審査」にチェックすること ロ

その他（特記事項）

（
 

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に開する倫理指針」、「臨床研究に閑する倫理指針」、「ヒトゲノム・迫伝子解析研究に関する倫理指鉗」、「人を対

象とする医学系研究に関する（倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること c

5. 厚生労働分野の研究活載における不正行為への対応について

I 研究倫理教育の受講状況 1 受講 ■ 未受講D

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に開する規定の策定 有 ■ 無□（無の場合はその理由： ） 

当研究機関におけるCOI委員会設固0)有無 有 ■ 無□（無の場合は委託先機閑： ） 

当研究に係るCOiについての報告・審査の有無 有 ■ 無□（無の場合はその理由． ） 

当研究に係るCOIについての指湖・管理の有無 有□ 無 ■ （有0)楊合はその内容・ ） 

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。
・分担研究者の所屁する機閑の長も作成すること。


